




（参考）通常商品１本当たりの酒税額等

アルコール分 標準的な価格 １本当たり 酒　税

１度当たり税率 （消費税抜き） の酒税額 負担率

度 円 円 円 円 ％
上撰 15度　1.8ℓ 1,835 252.90 13.8

720㎖ 777 101.16 13.0

20.0 198,480 25度　1.8ℓ

25.0 248,100 9,924 甲類 1,370 446.58 32.6

35.0 347,340 乙類（いも） 1,620 446.58 27.6

本みりん
13.5度　1.8ℓ

          ― 222,000 44,400 350㎖缶 218 77.70 35.6

果　実 果　　　実　　　酒           ― 56,500 4,708 720㎖ 780 40.68 5.2

酒　類 甘　味　果　実　酒 12.0 98,600 8,217 14度　550㎖ 540 63.27 11.7

40.0 409,000 10,225 40度　700㎖ 1,510 286.30 19.0

37.0 367,188 9,924 40度　720㎖ 980 285.81 29.2

チューハイ
7度　350㎖

発泡酒（麦芽50％以上）           ― 222,000 44,400
　〃　（麦芽25～50％未満）          ― 152,700 30,540 麦芽25％未満

　　〃　（その他）           ― 105,000 21,000 350㎖缶 145 36.75 25.3
粉　　　末　　　酒           ― 320,500                 ―

その他の雑酒（みりん類似） 13.5 21,600 1,600
〃　　　（その他） 12.0 98,600 8,217

（注）１．アルコール分は、基準アルコール分である。

　　　２．アﾙコール分１度当たりの税率のうち、ビール・発泡酒はアルコール分を５度、果実酒は１２度として算出している。
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欧 米 諸 国 の 酒 税 制 度 の 概 要
（平成14年（2002年）１月現在）

区 分 Ｅ Ｃ 指 令 イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス ア メ リ カ

税 目 アルコール税 酒税 蒸留酒専売益金、ビール税(州税) アルコール消費税、ビール等消費 酒税
発泡ぶどう酒及び中間製品税 税、ぶどう酒・りんご酒等流通税

主な税率 ⑴ エチルアルコール ⑴ 蒸留酒 ⑴ 蒸留酒専売益金 ⑴ アルコール消費税 ⑴ 蒸留酒

純アルコール１ｈℓにつき 純アルコール１ℓにつき 純アルコール１ｈℓにつき (イ) 蒸留酒 １プルーフ・ガロンにつき
550ユーロ以上 19.56ポンド 1,303ユーロ 純アルコール１ｈℓにつき 13.50ドル

ただし、 1,000ユーロ以下の ⒜ ラム酒 835ユーロ
税率を適用している加盟国はそ ⑵ ビール ⑵ ビール税 ⒝ その他のアルコール製品 ⑵ ビール

の税率を引き下げてはならず、 最終製品１ｈℓにつきアル １ｈℓにつき 1,450ユーロ 31ガロンにつき 18.00ドル
1,000ユーロ超の税率を適用し コール１度毎に 11.89ポンド １プラトー度ごとに (ロ) 中間製品 ⑶ ぶどう酒

ている加盟国は 1,000ユーロ未 0.787ユーロ 製品１ｈℓにつき １ガロンにつき
満に引き下げてはならない。 ⑶ ぶどう酒・混成ぶどう酒 （注）プラトー度とは、ビールの ⒜ 天然甘味ぶどう酒及び 14度以下 1.07ドル

１ｈℓにつき 麦汁エキスの基本濃度で、ビ 甘味ぶどう酒 54ユーロ 14度超21度以下 1.57ドル
⑵ ビール 4度以下 47.58ポンド ール 100グラム当たりのグラ ⒝ その他 214ユーロ 21度超24度以下 3.15ドル
１ｈℓにつき 4度超5.5 度以下 65.42ポンド ム数で示される。 １プルーフ・ガロンにつき
１プラトー度ごとに 5.5度超15度以下154.37ポンド ⑵ ビール等消費税 24度超 13.50ドル

0.748ユーロ以上 15度超22度以下 205.82ポンド ⑶ 発泡ぶどう酒及び中間製品税 製品１ｈℓにつきアルコール ⑷ 発泡ぶどう酒

又は、 22度超 （イ） 発泡ぶどう酒 １度ごとに １ガロンにつき
１ｈℓにつき 純アルコール１ℓにつき １ｈℓにつき ⒜ アルコール度数 2.8度以下 シャンパン等 3.40ドル
アルコール１度ごとに 19.56ポンド ・原則 136ユーロ のもの 1.30ユーロ 人工炭酸酒 3.30ドル

1.87ユーロ以上 （発泡性のあるもの） ・アルコール濃度６％未満 ⒝ その他 2.60ユーロ
１ｈℓにつき 51ユーロ （注）１プルーフ・ガロンとはア

⑶ ワイン 5.5度超8.5度以下166.70ポンド （ロ） 中間製品 ⑶ ぶどう酒・りんご酒等流通税 ルコール分50度のもの3.7854
１ｈℓにつき 8.5度超15度以下 220.54ポンド １ｈℓにつき 製品１ｈℓにつき ℓ（１ガロン）をいう。

0ユーロ以上 ・原則 153ユーロ ⒜ 発泡ぶどう酒
⑷ りんご酒 ・アルコール濃度15％未満 8.40ユーロ （例）ニューヨーク市

⑷ 中間製品 １ｈℓにつき 102ユーロ ⒝ その他のぶどう酒 ・州酒税 １ガロンにつき
１ｈℓにつき 7.5度以下 26.13ポンド ・発泡ぶどう酒用の容器に入っ 3.40ユーロ 蒸留酒 6.44ドル

45ユーロ以上 7.5度超8.5度以下 39.21ポンド ているもの、あるいは、炭酸 ⒞ りんご酒等 1.20ユーロ ビール 12.50セント
（発泡性のあるもの） 濃度が一定以上のもの ぶどう酒 18.93セント
１ｈℓにつき 136ユーロ ・市酒税 １ガロンにつき
5.5度超8.5度以下166.70ポンド 蒸留酒 1.00ドル

ビール 12セント
ぶどう酒

備 考 付加価値税 付加価値税 付加価値税 付加価値税 24度超のみ 1.00ドル
標準税率 15％以上 税率 17.5％ 税率 16％ 税率 19.6％ ・小売売上税

小売価格の8.25％



た ば こ 税 等 の 税 率

区 分 地 方 の た ば こ 税

国のたばこ税 小 計 たばこ特別税 合 計

種 類 道 府 県 市 町 村 計

(円/千本) (円/千本) (円/千本) (円/千本) （円/千本) (円/千本) (円/千本)

紙 巻 た ば こ

パ イ プ た ば こ

2,716 868 2,668 3,536 6,252 820 7,072

葉 巻 た ば こ

刻 み た ば こ

か み 用 及 び か ぎ 用 の 製 造 た ば こ

旧３級品の紙巻たばこ 1,289 413 1,266 1,679 2,968 389 3,357

平 成 14年 度 予算・ (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) (億円)

地 方 財 政 計 画 額 8,480 2,713 8,339 11,052 (19,532) 2,558 (22,090)

（注）⒈ たばこ特別税は平成10年12月１日から施行。

また、恒久的な減税の実施に伴い、地方財政の円滑な運営に十分配慮するとの観点から、当分の間の措置として、国のたばこ税の税率が

引き下げられ、同額、地方のたばこ税の税率が引き上げられた(平成11年５月１日から施行。410円/千本(旧３級品は195円/千本))。その

結果、国のたばこ税とたばこ特別税の合計の千本当たりの税率は3,536円/千本（地方のたばこ税の合計に同じ。）となっている。

⒉ 国のたばこ税収（8,480億円）のうち、25％は地方交付税として地方に配分される。

⒊ パイプたばこ及び葉巻たばこは１ｇを１本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは２ｇを１本に、それぞれ換算する。

⒋ 旧３級品の紙巻たばことは、エコー(150円)、わかば(160円)、しんせい(150円)、ゴールデンバット(110円)、バイオレット(150円)及び

ウルマ(160円)の６銘柄の紙巻たばこをいう。



紙巻たばこの税負担割合等の推移（旧３級品を除く）

消費税抜き 合 計 税 額
年 度 平均価格 消費税額 国・地方の たばこ税の （たばこ税・消費税）

平 均 価 格 たばこ税額 負 担 割 合 の負担割合

円／２０本 円 円／２０本 円 ％ ％
元 ２２４．８０ ６．５４ ２１８．２６ １２５．０４ ５７．３ ５８．５

２ ２２６．０１ ６．５８ ２１９．４３ １２５．０４ ５７．０ ５８．２

３ ２２７．４５ ６．６２ ２２０．８３ １２５．０４ ５６．６ ５７．９

４ ２２８．４０ ６．６５ ２２１．７５ １２５．０４ ５６．４ ５７．７

５ ２２９．３１ ６．６７ ２２２．６４ １２５．０４ ５６．２ ５７．４

６ ２３０．１５ ６．７０ ２２３．４５ １２５．０４ ５６．０ ５７．２

７ ２３０．５７ ６．７１ ２２３．８６ １２５．０４ ５５．９ ５７．１

８ ２３１．０１ ６．７２ ２２４．２９ １２５．０４ ５５．７ ５７．０

９ ２３９．０９ １１．３８ ２２７．７１ １２５．０４ ５４．９ ５７．１

１０（４～１１） ２３９．０４ １１．３８ ２２７．６６ １２５．０４ ５４．９ ５７．１

１０（１２～３） ２５７．７９ １２．２７ ２４５．５２ １４１．４４ ５７．６ ５９．６

１１ ２５７．８９ １２．２８ ２４５．６１ １４１．４４ ５７．６ ５９．６

１２ ２５８．２７ １２．２９ ２４５．９８ １４１．４４ ５７．５ ５９．５

１３ ２５８．４０ １２．３０ ２４６．１０ １４１．４４ ５７．５ ５９．５

（注）平成１０年１２月以降のたばこ税には、たばこ特別税を含む。



　　　　　(注) 　平成14年については、14年度予算における課税見込数量である｡

紙 巻 た ば こ の 販 売 数 量 の 推 移
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諸 外 国 の 紙 巻 た ば こ の 税 負 担 割 合 等

　○消費税（付加価値税等）抜き小売価格に占めるたばこ税等の割合 　○１箱当たりの価格と税額

59.4

42.6

76.0
69.5 71.1

40.6

57.4

24.0
30.5 28.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

日 米 英 独 仏

たばこ税等

96.66

323.92

153.33

82.29 76.50

141.44

240.34

486.40

187.71 187.94

11.90

45.74

111.95

43.20 54.16

0

100

200

300

400

500

600

700

日 米 英 独 仏

消費税（付加価値税等）
たばこ税等
税抜価格

（注）１
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５

平成14年４月現在の価格に基づく１箱（20本、ドイツは19本）当たりの数値である。
アメリカの数値はニューヨーク市を例示している。
（　）内は、消費税（付加価値税等）込み小売価格に占めるたばこ税等及び消費税（付加価値税等）の割合である。
各国の付加価値税等の税率は次のとおり。日本（消費税等）5％、アメリカ（小売売上税）8.25％、イギリス17.5％、ドイツ16％、フランス19.6％
邦貨換算には、次のレートを用いた。１ドル＝122円、１ポンド＝174円、１ユーロ＝108円

ﾏｲﾙﾄﾞ･ｾﾌﾞﾝ マールボロ ﾍﾞﾝｿﾝ&ﾍｯｼﾞｽ ハーベー ゴロワーズ ﾏｲﾙﾄﾞ･ｾﾌﾞﾝ マールボロ ﾍﾞﾝｿﾝ&ﾍｯｼﾞｽ ハーベー ゴロワーズ
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諸 外 国 の 紙 巻 た ば こ の た ば こ 税 の 動 向
（各国の主要銘柄の平成９年１月時点のたばこ税額を100として平成14年４月と比較）

（注） ?
?
?
?

平成9年1月及び平成14年4月の価格等により作成。ただし、ドイツ及びフランスについては、1ﾕｰﾛ＝1.95583ﾏﾙｸ＝6.55957ﾌﾗﾝにより試算した。
日本及びアメリカについては、国税及び地方税の合計であり、日本のたばこ税には、たばこ特別税を含む。
たばこ税額は、１箱（20本、ドイツは19本）当たりの税額である。
アメリカの数値はニューヨーク市を例示している。

日
マイルド・セブン

米
マールボロ

英
ベンソン＆ヘッジス

独
ハーベー

仏
ゴロワーズ

9年 14年 9年 14年 9年 14年 9年 14年 9年 14年

たばこ税
125.04円 141.44円 0.88ﾄﾞﾙ 1.97ﾄﾞﾙ 1.97ﾎﾟﾝﾄﾞ 2.80ﾎﾟﾝﾄﾞ 2.73ﾏﾙｸ 3.40ﾏﾙｸ 7.52ﾌﾗﾝ 11.42ﾌﾗﾝ



ＷＨＯたばこ対策枠組条約について 

 第52回ＷＨＯ総会決議（1999年５月） 

  世界保健機構（ＷＨＯ）は、喫煙を抑制し健康の増進を図るため、「たばこ対策枠組条約」草案を2003年５月の第56回総会までに作成すべく交渉を    

開始する、との決議を採択。 

・ 枠組条約及び議定書の起草及び交渉を行うための「政府間交渉組織」を設立する。 

・ 枠組条約の骨子案を作成するための「作業部会」を設立する。 

・ 作業部会は、条約骨子案の作成作業を開始し、2000年１月にその進捗状況を執行理事会へ報告し、同年５月の総会に報告書を提出する。 
・ その後、政府間交渉組織において、条約及び議定書の作成交渉を開始し、2003年５月の総会で採択することを目標とする。 

 

 これまでの交渉状況  

     2000年10月以後、政府間交渉会議はこれまで４回開催されており、次回は2002年10月に開催予定。 

  

 
 （参考）現時点における議長テキストの全体の構成  

Ａ．前文 

Ｂ．定義 

Ｃ．目的 

Ｄ．指針となる原則 

Ｅ．一般的義務 

Ｆ．たばこ需要削減のための価格及び課税措置 
Ｇ．たばこ需要削減のための非価格措置 

Ｈ．たばこへの依存及び禁煙に関するたばこ需要の減少のための措置 

Ｉ．たばこ供給に関する措置 

Ｊ．損害賠償及び責任 

Ｋ．調査、研究及び情報交換 

Ｌ．科学上、技術上及び法制上の協力 

Ｍ．締約国会議 

Ｎ．事務局 

Ｏ．締約国会議、ＷＨＯ及び他の関連の国際機関との関係 

Ｐ．報告とデータの交換 
Ｑ．資金 

Ｒ．紛争の解決 

Ｓ．条約の発展 

Ｔ．最終条項 

 



特 定 財 源 等 の 概 要（平成１４年度予算・地方財政計画額）

１． 国 税

税 目
課 税 対 象 税 率 税 収 の 使 途 根 拠 法 税 収

（※ 目的税）

揮 発 油 税 揮 発 油 ４８，６００円／㎘ ・国の道路財源（１／４ は道路 道路整備緊急措置法３，５ 億円

（昭和２４年創設・ （本則税率：２４，３００円／㎘） 整備特別会計に直入） ２８，４４２

２９年特定財源）

地 方 道 路 税※ 揮 発 油 ５，２００円／㎘ ・地方の道路財源として全額 地方道路税法１ ３，０４３

（昭和３０年創設） （本則税率：４，４００円／㎘） 譲与 地方道路譲与税法１，８ （地方分３，０４３）

石 油 ガ ス 税 自動車用石油 １７円５０銭／㎏ ・１／２ は国の道路財源 道路整備緊急措置法３ ２８０

（昭和４１年創設） ガス ・１／２ は地方の道路財源とし 石油ガス譲与税法１，７ （地方分 １４０）

て譲与

自動車重量税 乗用車、トラ （例） ・国の道路財源（注） １１，２００

（昭和４６年創設） ック、バス、 ○ 乗用車（車両重量０．５トンごとに） ・公害健康被害の補償費用の 公害健康被害の補償等に （地方分２，８００）

軽自動車等 ・自家用 ６，３００円 （年） 財源として交付 関する法律附則１９の２

・営業用 ２，８００円 （年） ・１／４ は地方の道路財源とし 自動車重量譲与税法１，７

○ 軽自動車（１両につき） て譲与

・自家用 ４，４００円 （年）

・営業用 ２，８００円 （年）

（本則税率：いずれも ２，５００円）

（注）自動車重量税収の３／４は法律上は国の一般財源であるが、税創設の経緯等から８割相当額は道路整備に充ててきたところ。平成１４年度予算においては
道路特定財源等の額が道路予算の額を２，２４７億円上回ることとなり、この分を一般財源として活用。



税 目
課 税 対 象 税 率 税 収 の 使 途 根 拠 法 税 収

（※ 目的税）

航空機燃料税 航空機燃料 ２６，０００円／㎘ ・１１／１３ は国の空港整備財源 空港整備特別会計法３，附 １，０７５

（昭和４７年創設） 則⑪ （地方分 １６５）

・２／１３ は地方空港対策費と 航空機燃料譲与税法１，７

して譲与

電源開発促進税※ 一般電気事業 ４４５円／千キロワット時 ・電源立地対策及び電源多様 電源開発促進税法１ ３，７６７

（昭和４９年創設） 者の販売電気 化対策財源 電源開発促進対策特別会

計法３の３

石 油 税 原油、輸入石 （例）原油、輸入石油製品 ・石油及びエネルギー需給構 石油及びエネルギー需給 ４，８００

（昭和５３年創設） 油製品、天然 ２，０４０円／㎘ 造高度化対策財源 構造高度化対策特別会計

ガス等 法４



２． 地 方 税

税 目
課 税 対 象 税 率 税 収 の 使 途 根 拠 法 税 収

（※ 目的税）

軽 油 引 取 税※ 軽油の引取り ３２，１００円／㎘ ・都道府県及び指定市の道路 地方税法７００， ７００の５０ １１，８５１

（昭和３１年創設） （本則税率：１５，０００円／㎘） 財源

自動車取得税※ 自動車の取得 ・自家用 取得価格の５％ ・地方公共団体（７割市町 地方税法６９９， ６９９の３３ ４，６５７

（昭和４３年創設） ・営業用及び軽自動車 〃 ３％ 村、３割都道府県及び指定

（本則税率：いずれも３％） 市）の道路財源

（注）このほか、入湯税等がある。



揮発油税収と道路整備費について

（直入）
　　　　　※道路整備特別会計法 第3条の2

（繰入）
　　　　　※道路整備特別会計法 第4条

閣　 議 　了 　解

道路整備五箇年計画について（抄）

平成10年1月30日

揮発油税収 一 般 会 計 道路整備特会 道路整備費

（道路整備特別会計法・抄）

第３条の２
揮発油税の収入のうち道路整備緊急措置法

第五条第二項に定める額に相当するものは、
同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交
付に要する費用の財源に充てるため、毎会計
年度、この会計の歳入に組み入れるものとす
る。

第４条
道路整備事業（道路整備緊急措置法第五条

第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の
交付を除く。）に要する費用で国が負担する
もの並びに第十条第一項の規定による借入金
の償還金及び利子の金額は、政令で定める金
額に相当する金額を除くほか、予算の範囲内
において、政令で定めるところにより、一般
会計からこの会計に繰り入れるものとする。

１　平成１０年度から平成１４年度に至る五箇
　年間における道路投資の規模を次のとおり
　とし、新道路整備五箇年計画を強力に推進
　するものとする。

一般道路事業　　　　２９兆２，０００億円
有料道路事業　　　　１７兆０，０００億円
地方単独事業　　　　２６兆８，０００億円
調　　 整　　費　　　　　５兆０，０００億円
　 合　　　計　　　　　 ７８兆０，０００億円

3/4

1/4

（道路整備緊急措置法・抄）

第２条第１項
建設大臣は、平成十年度以降五箇年間におけ

る高速自動車国道及び一般国道・・・の新設、改
築、維持及び修繕（以下「道路の整備」という。）
に関する計画（以下「道路整備五箇年計画」とい
う。）の案を作成して閣議の決定を求めなければ
ならない。

第３条
政府は、平成十年度以降五箇年間は、毎年

度、次に掲げる額の合算額・・・に相当する金額
を道路整備五箇年計画の実施に要する国が支
弁する経費（以下「道路整備費」という。）の財源
に充てなければならない。
　 一 当該年度の揮発油税等の収入額の予算額
　 二 （略）



　ＯＥＣＤ諸国のガソリン１ℓ当たりの価格と税（２００1年第1四半期）

出典：ＩＥＡ 「エネルギー価格と税（2001年第2四半期）」。上記の内、トルコは、2000年第4四半期のデータである。
(注) 1．わが国の消費税は、付加価値税に区分している。なお、アメリカの小売売上税は上記のグラフ上区分表示されていない。
　　　 また、（　）書きは、各国のガソリンに対する付加価値税率である。
　　  2．わが国の個別間接税は、揮発油税及び地方道路税である。なお、石油税を加えた場合の税負担率は55.6%となる。
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③ 税 負 担 額 ：  １４位
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（注）　　１. 車両重量 1.5トン、耐用年数 ６年、年間ガソリン消費量 1,200?、平成14年1月現在の税率
車体 価格
燃料 価格
為替レート
アメリカの小売売上税及び自動車登録税は、ニューヨーク州及びニューヨーク市の税率によった。
フランスの自動車登録税は、パリ地方の税率によった。

　　　　　２. 上記のほかに重量課税として、フランスにおいては車軸税（12ｔ以上のトラック等が課税対象）、アメリカにおいては高速道路自動車
利用税（約25ｔ超のトレーラー等が課税対象）がある。

：日本 2,719,500円、アメリカ 17,721ﾄﾞﾙ、イギリス 18,290ﾎﾟﾝﾄﾞ、ドイツ  28,800ﾕｰﾛ、フランス 27,210ﾕｰﾛ
：日本 　101.8円/?、アメリカ 39.6ｾﾝﾄ/?、イギリス  79.0ﾍﾟﾝｽ/?、ドイツ 0.93ﾕｰﾛ/?、フランス 0.95ﾕｰﾛ/?
：アメリカ１ﾄﾞﾙ＝122円、イギリス１ﾎﾟﾝﾄﾞ＝174円、ドイツ１ﾕｰﾛ＝108円、フランス１ﾕｰﾛ＝108円
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（単位：円）

自 動 車 関 係 諸 税 の 年 間 税 負 担 額 の 国 際 比 較 （試 算 ）

（２０００cc ク ラ ス の 自 家 用 乗 用 車 の 例 ）
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